
第4回笠松町議会定例会議決結果 
（12月2日開会　12月17日閉会） 

第７６号　専決処分の承認 
○笠松町小口融資条例の一部を改正する条例 

中小企業信用保険法の一部改正により、小

規模企業者にNPO法人が追加され、あわせ

て小口零細企業保証制度要綱の見直しが行

われたことに伴う所要の規定整備 

○笠松町消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例 

被用者年金制度の一元化等を図るための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律が

施行され、共済年金が厚生年金に一元化され

たことなどに伴う所要の規定整備 

○平成２７年度笠松町一般会計補正予算（専決

第１号） 

　補正額 ５,５０４,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ７,０６５,４７０,０００円 

［主な補正内容］ 

・笠松中学校とグアムのイナラハン・ミドルスクー

ルが姉妹校提携することに伴う、調印式などの

費用の増額 

第７７号　笠松町個人番号の利用に関する条例 
行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（マイナンバー

制度）の施行に伴い、町が独自で個人番号を利

用する事務に関する所要の規定整備 

〔独自利用事務〕 

①福祉医療費の助成に関する事務 

②健康診査実施事業（健康増進法に基づく健

康診査を除く。）に関する事務 

③予防接種（定期接種を除く。）に関する事務 

第７８号　笠松町職員の退職管理に関する条例 
第７９号　笠松町職員の降給に関する条例 
第８０号　地方公務員法及び地方独立行政法人

法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係条例の整理に関する条例 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一

部を改正する法律により地方公務員法の一部が

改正されたことに伴い、再就職した元職員による

要求・依頼などの規制や、職員の降給その他関

係条例の字句など所要の規定整備 

第８１号　笠松町税条例等の一部を改正する条例 
地方税法等の一部を改正する法律により、平

成２８年４月１日以後に納期限が到来する町税に

関して、新たに納税者の申請による換価の猶予

の規定が設けられたことや、徴収猶予に関する

徴収金の分割納付・申請手続、換価の猶予に関

する手続などを条例で定めることとされたこと、ま

た町税の減免申請期限の見直しを行うことに伴

う所要の規定整備 

第８２号　岐阜地域児童発達支援センター組合
規約の変更に関する協議 

岐阜地域児童発達支援センター組合の構成団

体である美濃加茂市が、今年度限りで同組合を

脱退することに伴う組合規約の所要の規定整備 

第８３号　岐阜羽島衛生施設組合規約の変更に
関する協議 

岐阜羽島衛生施設組合において共同処理し

ているごみの焼却処理に関して、新たに設置す

るごみ処理施設の供用開始までの間、処理を停

止することに伴う組合規約の所要の規定整備 

第８４号　町道の路線認定 
宅地開発により設置された田代地内の私有道

路を町道編入することに伴う路線認定（田代６４

号線） 

第８５号　平成２７年度笠松町一般会計補正予算 
（第７号） 

　補正額 １５,４５９,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ７,０８０,９２９,０００円 

［主な補正内容］ 

・『地域住民生活等緊急支援のための交付金』

を活用し、駅や公共施設にレンタサイクルを設

置し、商店やまちの駅、サイクリングロードなどを

気軽に巡ることができる事業を展開することに

伴う費用の増額 

・幹線町道整備計画路線に指定している円城

寺４７号線の拡幅改良工事費用の増額 

第８６号　平成２７年度笠松町一般会計補正予算 
（第８号） 

　補正額 ８８,５３７,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ７,１６９,４６６,０００円 

［主な補正内容］ 

・八幡町町内会と無動寺町内会の地区集会所

改修工事に対する補助金の増額 

・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴う「ふる

さとかさまつ宅配便」購入費用などの増額 

・笠松町赤十字奉仕団笠松分団からの指定寄

附を社会福祉基金に積み立てを行う増額 

・篤志者からの指定寄附を子ども・子育て支援

基金に積立てを行う増額 

・障害者自立支援制度の利用者増に伴う給付

費用の増額 

・福祉医療給付費の助成件数の増に伴う給付

費用の増額 

・薬師寺・三ツ目排水路の護岸修繕に関する負

担金の増額 

・笠松町運動公園内に監視カメラを設置する費

用の増額 

・笠松中学校の部室屋根修繕費用の増額 

・学校給食センター建設予定地の現地測量、地

質調査、基本設計、厨房機器選定などの業務

委託料の増額 

・職員異動などに伴う人件費の補正 

第８７号　平成２７年度笠松町国民健康保険特別
会計補正予算（第３号） 

　補正額 ７６,１７８,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ３,２９０,４８３,０００円 

［主な補正内容］ 

・一般被保険者の療養給付費と高額療養費の

増額 

・療養給付費の国庫負担金など前年度精算に

伴う返還金の増額 

・職員異動などに伴う人件費の補正 

第８８号　平成２７年度笠松町介護保険特別会計
補正予算（第３号） 

　補正額 １３５,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 １,７６６,００１,０００円 

第８９号　平成２７年度笠松町下水道事業特別会
計補正予算（第３号） 

　補正額 ▲４５,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ９６２,００６,０００円 

［主な補正内容］ 

・職員異動などに伴う人件費の補正 

第９０号　笠松町議会会議規則の一部を改正す
る規則 

議会の欠席の届出の取扱いに関し、社会情

勢などを勘案し、出産のため出席できない場合に

おいても欠席の届出を提出できることとする所要

の規定整備 

第９１号　TPP交渉結果の情報開示と万全な国
内対策を求める意見書 

第９２号　行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法
律の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例 

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴い、

各申請事項に個人番号の記載を追加する所要

の規定整備 

［すべて可決］ 

笠松町円城寺地内　木造平屋建120㎡ 

　笠松町水防センターは、木曽川の洪水や集中豪雨などに
よる浸水被害に備えて、必要な資器材を保管し、防災活動の
拠点となる施設として整備をすすめ、1月17日に完成しました。 
　このセンターは、木曽川堤防にあるサイクリングロード沿い

（円城寺地内）に位置しており、町の防災倉庫や円城寺・岐
南東水防倉庫のほか、待機所（オープンスペース）や男・女・
多目的トイレを備えており、防災施設のみならず、サイクリング
ロード利用者や地域住民の憩いの場となるような休憩施設と
しても活用されます。 
　町では今後、周辺の道路改良や蘇岸築堤記念碑公園の
改修もあわせ、この拠点の整備を進めていきます。 

水防センターが完成しました 

平成28年2月1日■第1065号 平成28年2月1日■第1065号 


